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気象警報及び避難情報（警戒レベル）発令・地震発生時の 

対応について 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より、本市の教育の推進にご理解とご協力を頂き、誠

にありがとうございます。 

気象庁が発令する警報を根拠とした臨時休業等の決定に加え、廿日市市が各地域の災害の状

況により発令する避難情報も合わせて確認し、臨時休業や特別欠席等の判断をすることとして

います。また、宮島地区に避難情報が発令されていなくても、宮島桟橋が位置する大野１区及

び島外の通学路がある地区に、警戒レベル３「高齢者等避難」以上が発令された場合も、臨時

休業や特別欠席等の判断をすることとします。 

子供たちの安全確保のため、悪天候等時における今後の学校対応について、裏面のとおり実

施してまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

気象庁からの気象情報、発令警報等の入手方法 
 
・テレビ、ラジオ各局（FMはつかいち 76.1MHz) 
・インターネット（広島県防災 Web、国土交通省防災ポータル、気象庁防災情報） 

 
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の入手方法 
 
〇防災行政無線、エリアメール・緊急速報メール、防災メール 
 
 
〇はつかいちし安全・安心メール配信サービス 
  右上のＱＲコードを読み取り、空メール（件名・本文不要）を 
送信してください。 
※ＱＲコードの読み取りができない場合は、 
bousai.hatsukaichi-city@raiden.ktaiwork.jp に 
空メールを送信してください。 

 
〇廿日市市公式ＬＩＮＥ 
右下のＱＲコードを読み取り、友達に追加し、登録してください。 

 

 



 

 

１ 気象警報及び避難情報発令に係る対応 

 ⑴ 登校前 

発令警報等 発令の状況 対  応 

特別警報 

大雨警報 

洪水警報 

暴風警報  

警戒レベル３ 

警戒レベル４ 

警戒レベル５      

午前６時の

時点で、左記

の警報等が１

つでも発令さ

れた場合 

市全体又は宮島地区、大野１区（宮島口桟橋付近）に発

令→１～６年生は臨時休校、７～９年生は自宅待機 

また島外で自宅または通学路の地域に警戒レベル３以

上が発令されている場合、対象の児童（１～６年）は特

別欠席、生徒（７～９年）は自宅待機とします。 

午前10時までに警報等が解除（フェリー再開）になった

場合、７～９年は13時までに登校し、授業を行います。

※テレビやラジオ、防災無線、インターネット等の情報 

を確実に確認してください。(この場合、特別欠席とす

る場合があります。) 

通学のためのフェリーが午前

７時の時点で運休した場合 

各種注意報 
午前６時の時

点で、発令 

海岸線など危険な場所に近寄らないように、登校させ

てください。ただし、保護者が危険と判断した場合、登

校させないようにしてください。 

○午前６時に警報等が発令されておらず、登校時間までに急に警報等が発令された場合、臨

時休校等としますが、安全を第一に考慮して「緊急メール（３９メール）」にてお知らせし

ます。 

 ⑵ 下校時 

  フェリーの運航状況や下校時の安全等の確認後、集団下校や保護者引き渡等の下校方法に

ついて緊急メール（３９メール）でお知らせします。 

２ 地震発生時の対応について   

発生時 対   応 

前日～ 

登校前 

・前日（下校中）から登校までに「震度５弱」以上の地震が発生した場合は、臨時

休業とします。 

※「震度５弱」以上の地震が発生した場合は、学校から連絡できない場合が

あります。安全が確認されるまでは、学園生は原則、自宅待機をさせてく

ださい。 

登校中 

・登校中に「震度５弱」以上の地震が発生した場合は、臨時休業とします。 

・児童生徒が学校に避難してきた場合は、安全を確保し、保護者へ引き渡します。 

※安全な場所に一時避難し、揺れが収まった後、原則として学校または自宅の近い

方へ避難するように、学園生に指導します。 

在校中 
・在校中に「震度５弱」以上の地震が発生した場合は、授業打ち切りとします。 

・学園生の安全を確保し、学校または避難場所等から保護者に引き渡します。 

 

令和６年度 気象警報及び避難情報(警戒レベル)発令・地震発生時の対応 


